
第１節

生活安定のための施策

１．利用者本位の生活支援体制の整備

（１）障害者総合支援法の沿革
　障害保健福祉施策については、障害のある人の地域における自立した生活を支援する「地域生
活支援」を主題に、身体に障害のある人、知的障害のある人及び精神障害のある人それぞれにつ
いて、住民に最も身近な市町村を中心にサービスを提供する体制の構築に向けて必要な改正を
行ってきた。
　2006年４月１日に施行された「障害者自立支援法」（平成17年法律第123号）は、2012年に「地
域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関
する法律」（平成24年法律第51号）が成立したことで「障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律」（以下「障害者総合支援法」という。）に改正されている。
　2016年５月には、「障害者の望む地域生活への支援」、「障害児支援のニーズのきめ細かな対応」、
「サービスの質の確保・向上に向けた環境整備」を主な柱とする「障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法を一部改正する法律」（平成28年法律第65号）
が成立した。現在、改正法施行後３年を目途とする見直しに向け、社会保障審議会障害者部会で
検討が行われており、2022年６月中に最終的な報告書を取りまとめることとなっている。

（２）障害者総合支援法の概要
ア　障害福祉サービス

①　障害種別によらない一体的なサービス提供
　かつての｢支援費制度」では、身体に障害のある人、知的障害のある人に対し、障害の種
類ごとにサービスが提供されており、精神障害のある人は「支援費制度」の対象外となって
いたが、「障害者自立支援法」の施行により、障害の種類によって異なる各種福祉サービス
を一元化し、これによって、障害の種類を超えた共通の場で、それぞれの障害特性などを踏
まえたサービスを提供することができるようになった。
　また、2013年４月の「障害者総合支援法」の施行により、障害福祉サービス等の対象とな
る障害者の範囲に難病患者等が含まれることとなった。制度の対象となる疾病（難病等）に
ついては、当面の措置として、難病患者等居宅生活支援事業の対象となっていた130疾病を
対象としていたが、難病医療費助成の対象となる指定難病の検討状況等を踏まえ、順次見直
しを行い、2021年11月１日より366疾病を対象としている。
　2018年度の障害福祉サービス等報酬改定（以下「報酬改定」という。）においては、障害
種別によって訓練の類型が分かれていた自立訓練（機能訓練、生活訓練）を障害の区別なく
利用できる仕組みに改め、利用者の障害特性に応じた訓練を身近な事業所で受けられるよう
にした。

②　市町村による一元的な実施
　｢支援費制度」では、精神障害に係る一部のサービスなどの実施主体については、都道府
県となっていたが、「障害者自立支援法」施行後は、市町村に実施主体を一元化し、都道府
県はこれをバックアップする仕組みに改め、より利用者に身近な市町村が責任を持って、障
害のある人たちにサービスを提供できるようになっている。
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